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令和 元 年 ９ 月 ６ 日

第 １３２３７ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第159号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、令和元年度地籍調査事業計画を次のとおり

定めた。

　　令和元年９月６日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

調査を行う者の名称 調　　　査　　　地　　　域 調 査 期 間

小　　松　　市

符津町地区

安宅町第７・８地区

矢沢町地区

令和元年９月６日から

令和２年３月31日まで

中　能　登　町

能登部Ⅶ－２地区

末坂Ⅰ・Ⅱ地区

末坂Ⅲ地区

末坂Ⅳ地区

金丸Ⅰ地区

金丸Ⅱ地区

金丸Ⅲ地区

金丸Ⅳ地区

金丸Ⅴ地区

金丸Ⅵ地区

東馬場Ⅲ・最勝講Ⅰ地区

令和元年９月６日から

令和２年３月31日まで

石川県告示第160号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

　なお、その関係図面は、令和元年９月６日から同月20日まで縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　　　　告　　　示
○令和元年度地籍調査事業計画の決定 （農業基盤課）　１

○県道の区域の変更 （道路整備課）　１

　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （産業政策課）　２

○公共測量実施公告 （監　理　課）　３

○都市計画の変更案の縦覧公告 （都市計画課）　４

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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路　線　名
道　　　路　　　の　　　区　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

七尾羽咋線
七尾市国分町エ51番１地先から

七尾市国分町エ52番１地先まで

旧 16.45～ 25.55 96.5
中能登土木

総合事務所

維持管理課新 15.98～ 17.76 96.5

特定調達契約に係る入札公告

　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す

る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。

　　令和元年９月６日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　調達内容

　⑴　購入件名及び数量

　　　ブルーレーザー肉盛積層装置　一式

　⑵　調達件名の特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　履行期限

　　　令和２年３月16日

　⑷　履行場所

　　　石川県工業試験場

　⑸　入札方法

　　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加者資格

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　平成31年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等（平成31年石川県告示第126号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３　入札者に要求される義務

　 　入札者は、次に掲げる事項を証明する書類を令和元年10月４日（金）午後５時までに４⑴の提出場所に提出しな

ければならない。なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

　⑴　当該調達物品が入札説明書に示す仕様に合致していること。

公　　　　　　　　告
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　⑵　当該調達物品を確実に納入できること。

　⑶　アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。

４　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

　　　〒920－8203　金沢市鞍月２丁目１番地

　　　石川県工業試験場管理部総務課　電話番号　076－267－8080

　⑵　入札説明書の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付

　⑶　入札書の受領期限

　　 　令和元年10月18日（金）午前10時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出

場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和元年10月18日（金）午前10時　石川県工業試験場第２会議室

５　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否

　　　要

　⑸　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　公告の無効

　　　この公告は、１⑴に係る予算の議案が県議会で議決されないときは、無効となる。

　⑺　手続における交渉の有無

　　　無

　⑻　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

６　Ｓummary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　Blue Laser Cladding Machine  1 set

　⑵　Delivery date

　　　By 16th March 2020

　⑶　Delivery place

　　　Indusutrial Research Institute of Ishikawa

　⑷　Time limit of tender

　　　10:00 a.m. 18 October 2019

　⑸　Contact point for the notice

　　　Administration Division Industrial Research Institute of Ishikawa

　　　2-1 Kuratsuki Kanazawa 920-8203 Japan TEL　076－267－8080

公共測量実施公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方整

備局　金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　　令和元年９月６日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域

公 共 測 量

（ 基 準 点 測 量 ）

令和元年８月26日から

令和２年２月28日まで
白 山 市 白 峰 地 内

公 共 測 量

（ 基 準 点 測 量 ）

令和元年８月23日から

令和２年１月31日まで
白 山 市 中 宮、 尾 添 地 内

都市計画の変更案の縦覧公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、次のとおり

都市計画を変更したいので、当該変更に係る都市計画の案を令和元年９月６日から同月20日まで縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

都市計画の種類 都市計画を変更する土地の区域 縦　覧　場　所

金沢都市計画区域区分 金沢市南新保町、大友１丁目、打木町及

び中屋町の各一部、野々市市長池、郷町

及び郷二丁目の各一部並びに金沢市戸水

町タ之部63番３の地先公有水面

石川県土木部都市計画課、金沢市都

市整備局都市計画課、野々市市土木

部都市計画課及び内灘町都市整備部

都市建設課

金沢都市計画都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針

金沢都市計画区域 石川県土木部都市計画課、金沢市都

市整備局都市計画課、野々市市土木

部都市計画課及び内灘町都市整備部

都市建設課


